
（別添）2回目の警告を受けた場合（移行措置を含む認定年度別のイメージ）

ご自身の最初に資格の認定を受けた年（新規認定年度）の欄をご確認ください。※新制度変更前後の状況をイメージ図化したものです。

認定又は更新から次の更新までの5年間（認定期間）
新制度適用⇒

新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017.4～

2007年（H19年）
2012年（H24年） 30P取得 30P取得 30P取得 2回目の警告

1回目の警告

新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.4～

2008年（H20年）
2013年（H25年） 30P取得 30P取得 30P取得 資格の継続任意

1回目の警告 2回目の警告

新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.4～

2009年（H21年）
2014年（H26年）

30P取得 資格の継続任意 資格の継続任意

1回目の警告 2回目の警告 3回目の警告

30P未満
→警告

30P未満
→警告

更新申請有り

（更新審査）

2012-2016年（現行制度期間）の審査の為、知識要件、倫理
行動要件の審査を行う。

・更新可⇒2017年以降は新制度が適用される
・更新不可⇒５月15日発表をもって喪失

更新申請なし
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30P未満
→警告

30P未満
→警告
30P未満
→警告

再認定制度の導入により2017年以降
に実施の再認定試験を受験できる

30P未満
→警告

30P未満
→警告

（移行措置）

・新制度適用開始前受けていた２回目の警告を取消すことはできな

いが、資格の認定又は前回の更新からの５年間の認定期間を満了

することができる。

・年間登録料の納入を条件に資格を継続しながら2017年に再認定試

験を受験できる。

30P未満
→警告

移行措置を利用しない場合、登録の辞退手続きを

行い、2017年以降に実施の再認定試験を受験する。

※費用は再認定試験受験コースの受講料のみが

必要

（移行措置）

・新制度適用開始前受けていた２回目の警告を取消すことはできないが、資格の認定又

は前回の更新からの５年間の認定期間を満了することができる。

・年間登録料の納入を条件に資格を継続しながら2017年、2018年に再認定試験を受験
できる。

移行措置を利用しない場合、登録の辞退手続きを

行い、2017年以降に実施の再認定試験を受験する。

※費用は再認定試験受験コースの受講料のみが

必要

新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.4～

2010年（H22年）
2015年（H27年） 30P取得 資格の継続任意 資格の継続任意 資格の継続任意

1回目の警告 2回目の警告

＜2回目の警告を受けた翌年度に60ポイントを取得しなかったケース＞ 新制度適用（2017.4～）⇒
新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.4～

2006年（H18年）
2011年（H23年） 30P取得

2016年（H28年）

1回目の警告 2回目の警告

1回目の警告 2回目の警告

＜2回目の警告を受けた翌年度に60ポイントを取得したケース＞ 新制度適用（2017.4～）⇒
新規認定年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.4～

例えば

2006年（H18年） 翌年度内に

2011年（H23年） 30P取得 60P取得

2016年（H28年） することにより

前年度の２回目

1回目の警告  2回目の警告 を消すことが可能

認定又は更新から次の更新までの5年間（認定期間）

＊２回目の警告が取り消せる措置は５年間に１回のみ適用可能＊

警告数の累積のカウントはこの５年間でクリアされるが、５年間の最終年度に警告を受けた場合には
新しい認定期間の1年度目に60ポイントを取得しなければならない（もうひとつの別添資料の警告の取り扱い部
分もご確認ください）。

2017年更新対象者（2007年、2012年）以外で、
新制度適用開始前に1回の警告を既に受けているケース
2008年、2009年、2010年、2013年、2014年、2015年

30P未満
30P未満
→警告

30P未満
→警告

30P未満
→警告

2019年以降に実施の再認定試験を受験する。
※新規認定又は更新から２年を経過しておらず、

２回以上の警告を受けている方が存在しないた

め、移行措置の対象にはならない。

30P未満
→警告

30P未満
→警告

翌年度末

60P未満
（通算3回目）

↓
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30P未満
→警告

翌年度末

60P未満
（通算3回目）

↓
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30P未満
→警告

必要

（移行措置）

・新制度適用開始前受けていた２回目の警告を取消すことはできないが、資格の認定又は

前回の更新からの５年間の認定期間を満了することができる。

・年間登録料の納入を条件に資格を継続しながら2017年、2018年、2019年に再認定試験を
受験できる。

30P未満
→警告

30P未満
→警告

資格を

継続

できる

移行措置を利用しない場合、登録の辞退手続きを

行い、2017年以降に実施の再認定試験を受験する。

※費用は再認定試験受験コースの受講料のみが

必要

2019年以降に実施の再認定試験を受験する。
※平成28年度末時点で1回目の警告を受けてい
る方（警告を受けていない方も含む）は移行措置

の対象にはならない。


